
 

 

町田市放課後子ども教室 

鶴三小まちともだより 

 

 

 

 

 

 

 

・鶴川三小の全校児童が対象で、登録手続きをしなくても直接受付をして参加できます。 

・給食のある日（土曜日除く）の放課後、一度家に帰らなくても 直接参加できます。

（一度帰ってから来ても参加できます）  受付場所は 1階和室です。 

・雨の日でも利用できます。（校庭で遊べない日は体育館などで遊べます。） 

・学童保育中のお子さんも、外遊びの時はまちとものお友達と一緒に遊ぶことができま

す。（学童の先生の指導に従ってください） 

・まちともは 17時までです。退出手続きをすれば、いつでも帰宅できます。（保護者の

方と帰る時刻やお迎えの有無を約束して利用しましょう） 

ルールを守れない、スタッフの注意を聞けない、他人に迷惑をかけるなどの行為が著し

い場合は、保護者に連絡の上まちともの利用をお断りする場合があります。 

 

※学校行事の都合などで、まちともを開催できない日もあります。毎月の「まちともだより」

裏面のカレンダーをご確認のうえ、お子さんと帰宅時刻などを約束してご利用ください。 

 

 

 

 

 

鶴三小まちとも 080-５９３５-１９５０ （開設時間のみ） 

※上記番号から、保護者の方へ緊急連絡などを行います。 

※お子様の帰宅時刻の連絡など、個別の対応は行えません。 

～まちとも事業に関するお問い合わせ～ 

町田市子ども生活部児童青少年課 042-724-4097 

いよいよ今年度最後の月になりました。卒業・進級に向けて、準備することも多

く、心が落ち着かないお子さんもいることと思います。ケガに気を付けて、楽しい時

間を過ごせるように見守っていきたいと思います。 

またこの一年間、まちともの活動にご理解ご協力をいただいた、学校の先生方、町

田市青少年課、保護者の皆様に改めて感謝いたします。子ども達の健やかな成長がこ

れからも守られていきますように。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ ０ ２ ５ 年 ３ 月 号 
鶴 三 小 ま ち と も 運 営 協 議 会 

まちともで遊ぶ時のルール 

○宿題を先にしてから遊びましょう。クロームブックはまちともでは使えません。 

○学校に持って来てはいけないものは、持ってきません（おもちゃ、スポーツ用具、お菓

子など） 

○外遊びができるのは１５時１５分からです。それまではお部屋で静かに過ごしましょう 

○外遊びで使えるのは校庭だけです。中央公園、ウサギ小屋前の芝生、コンクリートの通

路では遊べません。 

○冒険遊び場との行き来はできません。一度退出して帰宅してから冒険遊び場に行きま

しょう。 

○あいさつ、手洗い、かたづけをきちんとしましょう。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 ○ ○   ○ ○ ○ 
 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

 ○ ○ ○ ○ ○ 
 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

 ○ ○ ○ 
  

 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

 
     

 

＜校庭のルール＞ 

〇コンクリートの上では遊ばない、走らない  

〇芝生の上でなわとびや一輪車をしない 

〇ブランコで危険な乗り方をしない（立ち乗り、二人乗り、飛び降りなど） 

押してもらわない 

〇うんていの上に立ったり、飛び降りたりしない 

〇鉄棒で危ない技をしない  〇朝礼台に乗らない 

〇バットやラケットを使うときは周りに人がいないことを確認する 

〇後片付けをきちんとする 道具を大切に使う 

 

＜体育館のルール＞ 

○ステージ、二階、マットの上に乗らない ○うわばきを必ず履く 

○サッカーは半面とし、人数が多くなったらボールは蹴らずに投げるだけにする 

スタッフの指示に従って危険のないように遊びましょう 

◯＝まちともがある日 

受付場所：1階和室 

校庭で遊ぶ時も、必ず1階和室で受付、退出手続きをします。 

保険の関係上、冒険遊び場との行き来はできません。 


